




































４１  

      ⇒ 7条3号（法人情報）に該当し、非開示妥当。 

・法人の支払い先（請求書に記載される商店名、法人印、担当者印など） 

 ⇒ 単に会食の場として使用したり、贈答品を購入するなど、特別な事業活動が含

まれる情報ではなく、開示による不利益は認められない。よって開示妥当。 

・法人への寄付者 

 ⇒ 7条2号、3号に該当し、非開示妥当。 

 


